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地域公共交通会議の位置づけ ３ 

都心交通検討会議 
都心交通体系の検討 
（東西交通軸を含む） 

地域公共交通会議 

公共交通検討会議 

方向性の検討 

平成２２～２３年度 

個別施策の具体化検討 

平成２４年度～ 

■堺市総合都市交通計画 

○施策展開の方針 

方針１ 

公共交通ネットワークの形成 

方針２ 

地域内公共交通の充実 

方針３ 

公共交通の利便性向上 

方針４ 

公共交通の利用促進 

地域内公共交通の検討 

情報共有 

それぞれの施策を展開していくうえで必要
な考え方を整理し、地域の実情に応じた運
行形態の具体的な計画内容について協議 

○地域内公共交通の施策展開 

 ・路線バスの利用促進 

 ・高齢者の利用促進 

 ・公共交通空白地域の改善 

 ・地域主体の交通支援 

○公共交通ﾈｯﾄﾜｰｸの施策展開 

 ・都心ネットワークの形成 

 ・まちづくりと交通の連携 



地域内公共交通の施策展開の進め方 １０ 

 
●施策展開の必要性 
 

路線バスの利用促進 
路線バスサービスの継続的な維
持・確保に向けて、利用者の増加
に資する「路線バスの利用促進」
が必要 

 
高齢者の利用促進 
高齢化の更なる進展に向けて、高
齢者が快適に外出できる環境を
整備し、一層の「高齢者の利用促
進」を図ることが必要 

 
公共交通空白地域の改善 
公共交通を利用できる環境を目
指して、「公共交通空白地域の改
善」が必要 

 
地域主体の交通支援 
地域のよって異なる多様なニーズ
への対応に向けて、地域発意で
の利便性向上が実現できる制度
（枠組み）が必要 

①市内人口の約95%が公共交通を利用 

   できる状況にあり、その公共交通網の 
   維持・確保に努める。 

  →そのために、既存公共交通における 
       利用促進を行い、活性化を図る。 
  →特に、今後、公共交通の主要な利 
       用者となる高齢者が、より利用しや 
   すい環境を整備し、一層 の利用促 
       進を図る。 

●地域内公共交通の施策展開の 
  進め方 

 

●公共交通会議 
   で検討していく 
   施策 
 
   おでかけ応援バス 
   の改変 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   コミュニティバスの 
   見直し 
 
 
 

   地域主体の交通 
   支援策の創設 

③多様化する地域ニーズに対応するため、 
  地域主体の交通支援策を設置する。 

②公共交通を利用できない公共交通空 
   白地域において、日常生活を支える移 
  動環境の確保を検討する。 



地域公共交通会議における検討の流れ 

新たな運行形態の計画内
容の検討 
・運行システム、ルート、運賃、 
 使用車両、ダイヤ等） 

おでかけ応援バスの
概要、効果検証結果 

おでかけ応援バス 
改変の考え方 

おでかけ応援バス 
改変内容の検討 

地域主体の
交通支援制
度の考え方 

その他の 
施策 
 

・事業者に
おける取組
の検討（路
線バスの再
編、ICカード
導入など） 

・地域にお
ける取組の
検討（美原
区の取組な
ど） 

地域内公共交通の導入施策のとりまとめ 

コミバスの現状と課題 

コミバスの見直しの考え方 

取組状況に応じ、 
必要時に検討 

空白地域の状況及び対応 

新たな運行形態の考え方 

第２回会議 

１１ 

第３回会議以降 

おでかけ応援バスの改変 コミュニティバスの見直し 
地域主体の 
交通支援策 


